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稲作

太田市

園芸

畜産

対象者 ・ 要件

　農業資材等の価格高騰により農業経営に経済的負担増の影響を
受けた農業者に対し、経営の安定化及び健全な営農活動の維持を
目的として支援金を支給します。
　この支援金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付
金」を活用しています。

内容

　１経営体あたり、個人１０万円、法人２０万円

支給額

１．市内に住所または事業所を有する農業者（法人を含む）
２．令和８年４月現在において営農しており、支援金受領後も引き続き営
　　農継続の意思があること。
３．令和7年分の農業所得の申告をしており、農業収入が50万円以上
　　あること。
４．令和7年度分までの市税等を滞納していないこと。
５．個別要件は下記のとおり。
　 【米麦・園芸その他】
　　令和７年に市内農業協同組合又はその他出荷団体等に出荷・販売
　　実績があること。
   【畜産】
    家畜伝染病予防法に基づき群馬県知事に定期報告を行っていること。

申請手続きは裏面をご確認ください。



●市内農業協同組合に出荷している方　➡　農業協同組合へ
●それ以外の方　　 　　       　　　　　　    　　　➡　農業政策課へ

　※申請書はHPからダウンロードまたは農業政策課で配布しております。

申請窓口

●全員
　・支援金支給申請書　　　・印鑑
　・令和７年分農業所得に係る申告書の写し
●農協へ出荷していない人
　・令和７年の出荷・販売実績が確認できる書類
　・振込先の通帳

持参するもの

支援金の詳細はこちら
太田市HP

農政部は新田庁舎からエアリス
アグリ（旧新田保健センター）へ
移転しました。
住所：新田反町町879番地

農業政策課 次世代農業支援係 ⇒ 0276-２０-９７１４

にったみどり農業協同組合
太田市農業協同組合

⇒ 0276-５７-２１１１
⇒ 0276-３２-８２１１


